
令和７年度 家庭用浄化槽設置補助手続きについて 

 

① 補助金交付申請書（様式第１号）提出 ※先着順。申請が予算額に達した時点で終了。 

 添付書類 

 ・鳥栖保健福祉事務所の浄化槽設置届の写し  
 ・浄化槽設置場所の案内図          
 ・浄化槽設置配置図             ※単独処理浄化槽やくみ取り便槽か 
 ・登録浄化槽管理表（Ｃ票）          らの転換をされた方については、 
 ・登録証の写し                左記の書類以外に別途書類が必要 
 ・保証登録証（市町村用）           となりますので、詳しくは施工業 
 ・浄化槽設置講習会受講済書の写し       者の方にお尋ね下さい。 
・下水道接続に関する承諾書（様式第２号） 
・町民税納付状況等閲覧承諾書（様式第３号） 

・誓約書（様式第４号） 
・見積書 

 ・支払金口座振込届出書 

 

② 補助交付決定通知書を通知します。 

 

③ 工事着工 

 

④ 実績報告書（様式第 11号）提出 

※提出期限（工事完了後１ヶ月以内又は令和８年３月１０日のいずれか早い日まで） 

添付書類 

・家庭用合併処理浄化槽維持管理委託契約書の写し  ※単独処理浄化槽やくみ取り便槽 

・浄化槽法定検査依頼書の写し（７条及び 11条）    からの転換をされた方について 

・浄化槽設備士が確認したチェックリスト       は、左記の書類以外に別途書類 

・浄化槽設置工事請求書又は領収書の写し       が必要となりますので、詳しく 

・浄化槽設置工事施行確認の写真           は施工業者の方にお尋ね下さい。 

・浄化槽整備士免状の写し 

 

⑤ 設置業者立会いのもと、建設課職員による浄化槽設置工事完了検査 

 

⑥ 補助金交付請求書（様式第 13号）の交付 

 

⑦   補助金交付確定通知書の通知、  補助金交付請求書（様式第 13号）の提出 

 

⑧ 補助金の交付について（補助金振込日の）通知、補助金交付 

※その他の注意事項 

 ・工事は基山町浄化槽工事基準（別紙 13）に沿った工事を行なって下さい。 

 ・変更、辞退、中止等するときは、変更承認申請書（様式第８号）をすみやかに届け出て下さい。 

 ・浄化槽設置工事業者は指定していません。 

 ・設置する浄化槽は、登録された機種でなければなりません。 

・補助手続きにつきましては、申請者が施工業者と確実に連絡をとり、提出書類の提出状況等を 

把握して頂きますようお願いします。 

・町税等の未納がある場合、補助金を受けられない場合があります。 

 

   ：申請者→基山町 
 

   ：基山町→申請者 
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